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『春への憧れ』

●短期掛金率等の引き下げについて
●平成29年４月から農林水産省共済組合ホームページが始まります



共 済 組 合 弘 報（2） 平成29年3月15日

　当共済組合の短期経理（医療費給付事業等）について、平成２８年４月から短期掛
金率・負担金率を45.00‰から43.00‰（△2.00‰）に引き下げて運営を行ってきましたが、
前期高齢者納付金額の減少等により引き続き安定した運営が見込まれることから、こ
れまで積み立てた剰余金を活用し、平成２９年４月から短期掛金率等を次のとおり引
き下げて運営する予定です。（船員組合員については、船員保険の保険料率変更に伴う
掛金と負担金の負担割合の変更も併せて行います。）
　なお、この短期掛金率等の変更については、財務大臣からの認可を受けて正式に決
定することとなります。

短期掛金率等の引き下げについて

⑴ 短期掛金・負担金率の引き下げ （単位：‰）

組合員種別 区　　分 28年度 29年度 増△減

一 般 組 合 員 掛金率・負担金率 43.00 39.40 △3.60

船 員 組 合 員
掛金率 40.79 37.46 △3.33

負担金率 45.21 41.34 △3.87

任意継続組合員 掛金率 86.00 78.80 △7.20

⑵ 介護掛金率・負担金率の引き下げ （単位：‰）

組合員種別 区　　分 28年度 29年度 増△減

一般・船員組合員 掛金率・負担金率  5.65  5.51 △0.14

任意継続組合員 掛金率 11.30 11.02 △0.28



共 済 組 合 弘 報 （3）平成29年3月15日

平成 29年４月から適用される短期掛金率（福祉事業分の掛金 1.02/1000 を含む。）及び
介護掛金率による標準報酬月額ごとの掛金額 （単位：円）

標準報酬
の 等 級
（短期、介護）

標準報酬
の 月 額
（短期、介護）

一般組合員 船員組合員
短期掛金 介護掛金 差　額

合　計
短期掛金 介護掛金 差　額

合　計変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後
第 1 級 98,000 4,313 3,961 553 539 △366 4,097 3,771 553 539 △340
第 2 級 104,000 4,578 4,203 587 573 △389 4,348 4,001 587 573 △361
第 3 級 110,000 4,842 4,446 621 606 △411 4,599 4,232 621 606 △382
第 4 級 118,000 5,194 4,769 666 650 △441 4,933 4,540 666 650 △409
第 5 級 126,000 5,546 5,092 711 694 △471 5,268 4,848 711 694 △437
第 6 級 134,000 5,898 5,416 757 738 △501 5,602 5,156 757 738 △465
第 7 級 142,000 6,250 5,739 802 782 △531 5,937 5,464 802 782 △493
第 8 級 150,000 6,603 6,063 847 826 △561 6,271 5,772 847 826 △520
第 9 級 160,000 7,043 6,467 904 881 △599 6,689 6,156 904 881 △556
第10級 170,000 7,483 6,871 960 936 △636 7,107 6,541 960 936 △590
第11級 180,000 7,923 7,275 1,017 991 △674 7,525 6,926 1,017 991 △625
第12級 190,000 8,363 7,679 1,073 1,046 △711 7,943 7,311 1,073 1,046 △659
第13級 200,000 8,804 8,084 1,130 1,102 △748 8,362 7,696 1,130 1,102 △694
第14級 220,000 9,684 8,892 1,243 1,212 △823 9,198 8,465 1,243 1,212 △764
第15級 240,000 10,564 9,700 1,356 1,322 △898 10,034 9,235 1,356 1,322 △833
第16級 260,000 11,445 10,509 1,469 1,432 △973 10,870 10,004 1,469 1,432 △903
第17級 280,000 12,325 11,317 1,582 1,542 △1,048 11,706 10,774 1,582 1,542 △972
第18級 300,000 13,206 12,126 1,695 1,653 △1,122 12,543 11,544 1,695 1,653 △1,041
第19級 320,000 14,086 12,934 1,808 1,763 △1,197 13,379 12,313 1,808 1,763 △1,111
第20級 340,000 14,966 13,742 1,921 1,873 △1,272 14,215 13,083 1,921 1,873 △1,180
第21級 360,000 15,847 14,551 2,034 1,983 △1,347 15,051 13,852 2,034 1,983 △1,250
第22級 380,000 16,727 15,359 2,147 2,093 △1,422 15,887 14,622 2,147 2,093 △1,319
第23級 410,000 18,048 16,572 2,316 2,259 △1,533 17,142 15,776 2,316 2,259 △1,423
第24級 440,000 19,368 17,784 2,486 2,424 △1,646 18,396 16,931 2,486 2,424 △1,527
第25級 470,000 20,689 18,997 2,655 2,589 △1,758 19,650 18,085 2,655 2,589 △1,631
第26級 500,000 22,010 20,210 2,825 2,755 △1,870 20,905 19,240 2,825 2,755 △1,735
第27級 530,000 23,330 21,422 2,994 2,920 △1,982 22,159 20,394 2,994 2,920 △1,839
第28級 560,000 24,651 22,635 3,164 3,085 △2,095 23,413 21,548 3,164 3,085 △1,944
第29級 590,000 25,971 23,847 3,333 3,250 △2,207 24,667 22,703 3,333 3,250 △2,047
第30級 620,000 27,292 25,060 3,503 3,416 △2,319 25,922 23,857 3,503 3,416 △2,152
第31級 650,000 28,613 26,273 3,672 3,581 △2,431 27,176 25,012 3,672 3,581 △2,255
第32級 680,000 29,933 27,485 3,842 3,746 △2,544 28,430 26,166 3,842 3,746 △2,360
第33級 710,000 31,254 28,698 4,011 3,912 △2,655 29,685 27,320 4,011 3,912 △2,464
第34級 750,000 33,015 30,315 4,237 4,132 △2,805 31,357 28,860 4,237 4,132 △2,602
第35級 790,000 34,775 31,931 4,463 4,352 △2,955 33,029 30,399 4,463 4,352 △2,741
第36級 830,000 36,536 33,548 4,689 4,573 △3,104 34,702 31,938 4,689 4,573 △2,880
第37級 880,000 38,737 35,569 4,972 4,848 △3,292 36,792 33,862 4,972 4,848 △3,054
第38級 930,000 40,938 37,590 5,254 5,124 △3,478 38,883 35,786 5,254 5,124 △3,227
第39級 980,000 43,139 39,611 5,537 5,399 △3,666 40,973 37,710 5,537 5,399 △3,401
第40級 1,030,000 45,340 41,632 5,819 5,675 △3,852 43,064 39,634 5,819 5,675 △3,574
第41級 1,090,000 47,981 44,057 6,158 6,005 △4,077 45,572 41,943 6,158 6,005 △3,782
第42級 1,150,000 50,623 46,483 6,497 6,336 △4,301 48,081 44,252 6,497 6,336 △3,990
第43級 1,210,000 53,264 48,908 6,836 6,667 △4,525 50,590 46,560 6,836 6,667 △4,199
第44級 1,270,000 55,905 51,333 7,175 6,997 △4,750 53,098 48,869 7,175 6,997 △4,407
第45級 1,330,000 58,546 53,758 7,514 7,328 △4,974 55,607 51,178 7,514 7,328 △4,615
第46級 1,390,000 61,187 56,183 7,853 7,658 △5,199 58,115 53,487 7,853 7,658 △4,823

掛 金 率 44.02
1000

40.42
1000

5.65
1000

5.51
1000

41.81
1000

38.48
1000

5.65
1000

5.51
1000

（注）この表は、標準報酬月額に対する掛金額ですが、期末・勤勉手当等に係る掛金についても同じ掛金率を用います。



共 済 組 合 弘 報（4） 平成29年3月15日

平成 29 年４月から
農林水産省共済組合ホームページが始まります

※画像は検討中のものであり、公開されるものとは異なる場合があります。

平成 29 年４月から
農林水産省共済組合ホームページが始まります

　共済組合弘報は、この３月号をもって最終号となりました。
　今後の社会保障制度や共済組合の最新情報につきましては、平成２９年４月から新しく開設される農林水産
省共済組合ホームページに引き継ぐこととしましたのでお知らせします。
　組合員の皆さまの長年にわたるご愛読に心から感謝申し上げるとともに、今後は農林水産省共済組合ホーム
ページのご利用をお願いします。

今月号をもって共済組合弘報は「最終号」となりました

ＵＲＬ：http://nousuikyousai.or.jp/

開設日：平成２９年４月３日（月）　１２：００～（予定）


